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除雪機を貸し出しいたします

村では、ご高齢の方や公共事業施設等の除雪に役立てていただくために、

要望に応じて部落会等へ、除雪機の貸し出しを行っております。（※個人に

対する貸し出しは行っておりませんのでご注意ください。）

【貸し出し期間】【貸し出し期間】　１回の貸し出しにつき５日以内

【使 用 の 条 件】【使 用 の 条 件】  

使用料は無料。ただし、燃料は満タンの状態で貸し出しいたしますので、

使用した分は使用者が補充し、満タンにしたうえで返還 してください。

使用者は運搬等に必要な軽トラック等を準備してください。使用に際し、自責他責を問わず事故ある

いはケガを負った場合、その責は使用者が負います。

※詳しくは、村ＨＰ または 企画課（電話２７－２１１１）へお問い合わせください。

ＨＰ　東通村トップページ ＞ 行政・まちづくり ＞ 政策・まちづくり ＞除雪機の貸し出しついて

http://www.vill.higashidoori.lg.jp/keiki/page000134.html

第７４回 人 権 週 間　(12/4～12/10)

特 設 人 権 相 談 所 の 開 設

人権擁護委員が、みなさんの悩みや心配ごとの人権相談に応じます。

相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

　

１．日時　１２月７日（水） 午前１０時～午後３時１．日時　１２月７日（水） 午前１０時～午後３時

２．場所　東通村役場４階会議室(和室)２．場所　東通村役場４階会議室(和室)

〈 問合せ先 〉東通村　税務住民課　住民グループ　☎ ０１７５－２７－２１１１（内１６２）〈 問合せ先 〉東通村　税務住民課　住民グループ　☎ ０１７５－２７－２１１１（内１６２）
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